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はじめに（このリーフレットについて）

この度の令和３年７月大雨災害で被災された皆様に心よりお

見舞いを申し上げます。

静岡県弁護士会では、今回の災害に関し、７月５日からの無
料電話相談のほか、熱海市では、他の専門士業とも連携し、静
岡県災害対策士業連絡会として、７月２６日以降、ほぼ連日に
わたり現地での相談活動を行ってきました。現地相談には、こ
れまでに弁護士延べ約２５０名、士業全体では延べ約５００名
以上が参加し、ご相談件数は２００件を超えています。

弁護士会は、今後も無料相談窓口を継続し、生活再建、住宅
再建のお手伝いのほか、さまざまな悩みごと、お困りごとをお
聞きいたします（本書巻末をご参照下さい）。

しかし、同時に、われわれは、発災から２か月が経過した現
在でも、必要にして十分な情報が、まだまだ被災された皆様に
届いていないのではないか、という思いを強く感じています。

そこで、この度、静岡県弁護士会では、このリーフレット
「令和３年７月 熱海市大雨災害で被災された皆様へ－生活再建
の手引き－」（弁護士会瓦版）を制作し、熱海市の大雨災害で
被災された皆様に対して、いま一体何が起きているのか、今後
どのようになっていくのか、使える支援制度にはどのようなも
のがあるのか、誰にどのような相談ができるのか、などさまざ
まな情報をお届けすることといたしました。本書にまとめた情
報が、その一部でも、被災された皆様のお役に立つことがあれ
ば幸いです。
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